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徳
島
県
告
示
第
五
百
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

阿
南
市
見
能
林
町
青
木
二
六
五
番
一
及
び
下
か
う
や
一
番
一
の
各
一
部
（
次
の
図
の
と
お
り
）

二

土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十

一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
和

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
四

訪
問
看
護

令
和
二
年
三
月

令
和
二
年
六
月

八
番
地
一

ン
青
空

八
番
地
一

三
十
一
日

三
十
日

合
同
会
社
唯
和

同

国
府
町
井
戸
字
城
ノ
内

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
枡

同

国
府
町
府
中
字
市
ノ
窪

通
所
介
護

同

五
月

同

一
七
―
一
二

五
六
五
番
地
六

二
十
五
日

セ
ン
ト
ケ
ア
四
国
株

香
川
県
高
松
市
中
新
町
一
一
番

セ
ン
ト
ケ
ア
シ
ョ
ー
ト

同

北
沖
洲
二
丁
目
一
一
番

短
期
入
所
生

同

同

式
会
社

地
一

ス
テ
イ
沖
洲

六
一
号

活
介
護

二
十
八
日

徳
島
三
菱
自
動
車
販

徳
島
市
論
田
町
和
太
開
三
番
地

徳
島
三
菱
自
動
車
販
売

同

論
田
町
和
太
開
三
番
地

福
祉
用
具
貸
与

同

同

売
株
式
会
社

の
一

株
式
会
社
福
祉
用
具
貸

の
一

二
十
九
日

与
事
業
部

有
限
会
社
坂
本
電
器

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
岩
手
一

有
限
会
社
坂
本
電
器

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
岩
手
一

同

同

同

番
地
四

番
地
四

十
三
日

特
定
福
祉
用
具

同

同



販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
和

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
四

介
護
予
防
訪

令
和
二
年
三
月

令
和
二
年
六
月

八
番
地
一

ン
青
空

八
番
地
一

問
看
護

三
十
一
日

三
十
日

セ
ン
ト
ケ
ア
四
国
株

香
川
県
高
松
市
中
新
町
一
一
番

セ
ン
ト
ケ
ア
シ
ョ
ー
ト

同

北
沖
洲
二
丁
目
一
一
番

介
護
予
防
短

同

五
月

同

式
会
社

地
一

ス
テ
イ
沖
洲

六
一
号

期
入
所
生
活

二
十
八
日

介
護

有
限
会
社
坂
本
電
器

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
岩
手
一

有
限
会
社
坂
本
電
器

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
岩
手
一

介
護
予
防
福

同

同

番
地
四

番
地
四

祉
用
具
貸
与

十
三
日

特
定
介
護
予

同

同

防
福
祉
用
具

販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
号

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
（
指
定
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
等
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

三
の
表
株
式
会
社
四
国
銀
行
の
国
府
支
店
の
項
中
「
徳
島
市
国
府
町
」
を
「
徳
島
市
佐
古
八
番
町
」
に

改
め
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
昇
任
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

昇
任
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

昇

任

試

験

の

名

称

昇

任

候

補

者

名

簿

に

記

載

及

び

施

行

年

月

日

さ
れ
て
い
る
昇
任
候
補
者
数

警
部
補
昇
任
試
験

一

般

二
十
五

名

令
和
二
年
六
月
十
一
日
及
び

七
月
七
日

専

門

六

名

徳
島
県
警
察
官
昇
任
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

巡
査
部
長
昇
任
試
験

一

般

三
十
三

名

令
和
二
年
六
月
十
日
及
び

七
月
六
日

専

門

五

名



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
六
条
第
一
項
第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
昇
任
候
補
者
名
簿
は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
二
日
を
も
っ
て
失
効
さ
せ
た
の
で
、
同
規
則
第
六
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

昇

任

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
警
察
官
昇
任
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
者
を
徳
島
県

労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百

七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

徳
島
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

（
令
和
二
年
七
月
二
十
二
日
現
在
）

氏

名

現

職

略

歴

豊

永

寛

二

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
七
期
・
現)

島

内

保

彦

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
六
期
・
現)

鍋

恵
美
子

公
認
会
計
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

永

本

能

子

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

宮

本

世
志
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

新

居

良

雄

全
徳
島
建
設
労
働
組
合
書
記
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
六
期
・
現)

原

田

俊

彦

全
国
一
般
徳
島
地
方
労
働
組
合
執
行
委
員
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
徳
島
県
連
合
会

板

東

喜
代
子

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現
）

中
央
地
域
協
議
会
事
務
局
長

小

合

弘

人

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
徳
島
県
支
部
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
徳
島
県
連
合
会

島

和

久

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

事
務
局
長

濵

田

行

雄

徳
島
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
五
期
・
現)

坂

田

千
代
子

株
式
会
社
あ
わ
わ
会
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現)

中

村

孝

雄

株
式
会
社
旭
木
工
代
表
取
締
役
社
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

関
西
ピ
ー
・
エ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
株
式
会
社

坂

本

守

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現
）

代
表
取
締
役

丸
豊
保
険
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

中

村

晃

子

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現
）

代
表
取
締
役
社
長

脇

田

亮

労
働
委
員
会
事
務
局
長

川

村

美

樹

労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

倉

橋

伸

寿

労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課
長

金

澤

利

彦

労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課
長


